
令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総
数

5 人　/ 15 人

その他

（男女比・年齢層
等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ● ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

工夫点

市民参加
推進会議
コメント

和光市国民
健康保険ヘ
ルスプラン

保険年
金課

和光市国民
健康保険運
営協議会

4 回

　

その他

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見
直し

計画
年度

令和 6 ～ 8 年度

定期的な策定・見直し 社会保険組合や医療機関、被保
険者当事者等様々な立場の方を
委員とし、多方面からの意見が

出るよう考慮する。

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

説明会
（パブリッ
ク・コメン

ト）
3 回

パブリッ
ク・コメン
ト手続

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

計画
説明
・
事業
内容

和光市国民健康保険ヘルスプランは埼玉県
国民健康保険運営方針（第3期）に基づき
国民健康保険の安定的な運営を図ることを
目的として基本的な運営方針となるもの

で、国民健康保険事業計画、国民健康保険
保健事業計画、特定健康診査等実施計画の
３計画をまとめたものです。令和８年度か
ら新たに子ども・子育て支援金制度が創設
され、プランの変更が生じることから令和

７年度に一部改定を行う。

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条

例の制定や改廃

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計

画の策定や変更
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 工夫点
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総
数

9 人　/ 29 人

その他

（男女比・年齢層
等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

市民参加
推進会議
コメント工夫点

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

第五次和光
市総合振興
計画の中間
見直し

企画
人権課

和光市総合
振興計画審

議会

5回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見
直し

計画
年度

令和 3 ～ 12 年度

定期的な策定・見直し
総務環境部会を2回、文教厚生部
会を2回、全体審議会を1回行
う。部会にすることで、委員の
意見を引き出しやすくする。

その他

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

計画
説明
・
事業
内容

和光市総合振興計画とは、本市が目指
す都市の将来像を掲げ、その実現に向
けて、住民、市民団体及び企業などと
行政がともに目指す目標を示し、その
基本目標を達成するために様々な取組
を体系的に示した計画である。施策の
進捗状況や社会情勢・市民ニーズの変
化に対応する計画とするため、令和６
年度は基礎調査や施策評価を行い、令

和７年度に中間見直しを行う。

パブリッ
ク・コメン
ト手続

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計

画の策定や変更

　

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条

例の制定や改廃

説明会
（パブリッ
ク・コメン

ト）

パブコメの募集を広く周知する
ため、平日夜間、休日に説明会
を開催する。Webでの説明会も検

討している。

2回
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

市民参加
推進会議
コメント工夫点

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総
数

0人　/ 5人

その他

（男女比・年齢層
等）

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

教育大綱の
策定

企画
人権課

総合教育
会議 ３回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見
直し

計画
年度

令和 8 ～ 11 年度

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計

画の策定や変更

定期的な策定・見直し
地方教育行政の組織及び運営に
関する法律に基づき委員を構成

している。

その他

計画
説明
・
事業
内容

市長が地域の実情に応じ、市の教育、
学術及び文化の振興に関する総合的な
施策について、その目標や施策の根本

となる方針を策定する。

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

意見募集

市民全体

和光市HP、広報QR、和光市公式
LINEやXなどのSNSを利用して幅
広く周知を行い、市民から多様
な意見を募集する。

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条

例の制定や改廃
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ● ●

6～７ 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総
数

2 人　/ 10 人

その他

（男女比・年齢層
等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定

広報掲示板 結果 ●

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

年度

第４次和光
市行動計画
男女共同参
画わこうプ
ランの中間
見直し

企画人
権課

和光市男女
共同参画推
進審議会

４回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見
直し

計画
年度

令和 3 ～ 12

定期的な策定・見直し
審議会委員選考にあたり、男女
比率の均衡に配慮した。

その他

計画
説明
・
事業
内容

第４次和光市行動計画男女共同参画わ
こうプランとは、男女共同参画社会の
実現に向けて、和光市の男女共同参画
施策の今後の方向性と内容を明らかに
し、その施策を総合的かつ計画的に実
施するために策定する。今回、計画期
間の中間年を迎えるにあたり、社会情
勢の変化等に合わせて見直しを行う。

パブリッ
ク・コメン
ト手続

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入
や改廃

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

説明会（パ
ブリック・
コメント）

１回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

日時や場所等を選ばず、どなた
にでもパブリックコメントの周
知ができるため、ＷＥＢ上での
説明会を開催する。

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ●

7～8 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 1 人　/ 10 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ● ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

第二次和光
市産業振興
計画の中間
見直し

産業支援
課

和光市産業
振興協議会 2 回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 4 ～ 13 年度

定期的な策定・見直し
男女比や年齢等に偏りがないよう

考慮する
その他

計画
説明
・
事業
内容

第二次産業振興計画は「第五次和光市総合振
興計画基本構想」を踏まえ、本市の産業振興の
方針を定めるものである。「第五次和光市総合
振興計画基本構想」の中間見直し期にあわせて
当計画の見直しを行い、令和7年度にアンケート
調査や施策評価を行い、令和8年度に中間見直

しを行う。

パブリック
コメント手

続

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

1 回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃 市内事業者（事業所母集団データ
ベースより無作為抽出）

1,000件

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

説明会（パ
ブリックコ
メント）
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 1 人　/ 6 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ＜ ― ― ＞

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ＜ ― ― ＞

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

和光市都市
農業振興計
画の中間見

直し

産業支援
課

和光市都市
農業振興計
画中間見直
し検討委員

会

2 回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 元 ～ 10 年度

定期的な策定・見直し
男女比や年齢等に偏りがないよう考

慮する
その他

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

計画
説明
・
事業
内容

都市化の進展や担い手の不足等による農地の
減少など厳しい状況にある中、都市農業の安
定的な継続を図るとともに、多様な機能の適
切かつ十分な発揮を通じて、良好な都市環境
の形成を資することを目的としている計画で
ある。計画の進捗状況及び社会情勢の変化に
対応する計画とするため、令和7年度に中間

見直しを行う。

パブリック
コメント手

続

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

説明会（パ
ブリックコ
メント）

1 回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

和光市の農
業について
のアンケー

ト 市内農業者　市民

市内農業者へのアンケート調査は集落
支部長が配布及び回収。市民へのアン
ケートは公共施設等にアンケートボッ

クスを配置。
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 1 人　/ 14 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

ヒアリング 実施する 実施方法 対面 Web 予定 ● ●

その他 結果

対象者

開催予定回数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

年度
第五次地
域福祉計
画・地域
福祉活動
計画の策
定

地域
共生
推進課

和光市地
域福祉計
画・和光
市社会福
祉協議会
地域福祉
活動計画
等推進委
員会

５回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・
見直し

計画
年度

令和 8 ～ 13

定期的な策定・見直し

その他

計画
説明
・
事業
内容

第四次地域福祉計画・地域福祉活動
計画とは、福祉各分野の計画の上位
計画として位置づけられている。令
和7年度はパブリックコメントを実施
し、第五次地域福祉計画地域福祉活
動計画を策定する。
また、和光市生活困窮者自立支援計
画及び地方再犯防止推進計画の地域
福祉計画への包含を受け、併せて進
捗状況管理を行う。

パブリッ
クコメン
ト
手続

市民参加
条例該当
番号

第１号

市の基本構想や基
本的な事項を定め
る計画の策定や変
更

　

丁寧に市民参
加を行ってい
る点が評価で
きます。スケ
ジュールのと
おり進めてく
ださい。

第２号

市政の基本方針を
定める条例や市民
の義務や権利に関
する条例の制定や
改廃

パブリッ
クコメン
ト
手続（説
明会）

3回

第３号

おおむね５億円以
上の大規模な市民
が利用する施設の
建設

第４号
市民生活に大きな
影響がある制度の
導入や改廃

ヒアリング

地区社協、民生委員、保護
司、ボランティア連合会、障
害者団体、子ども団体

16回

学識経験者、関係団体の代表
者、社会福祉・教育・保健ま
たは医療の従事者、公募によ
る市民に委員を委嘱し、多様
な意見交換を実施している。
(8月に2回実施)
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

アンケート 実施しない 配布・回答方法 郵送 Web 予定

(令和6年度
実施済み)

窓口
(対面)

その他 結果 ●

対象者

配布数

その他
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 3 人　/ 20 人

その他

（男女比・年齢層等）

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 3 人　/ 5 人

その他

（男女比・年齢層等）

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

小中学生ア
ンケート調

査
市内小中学校に在籍する児童・生

徒

スクールタブレット活用予定

高校生以上
若者アン
ケート調査

今後基準日において対象者数を
算定する

今後基準日において対象者数を
算定する

高校生・大学生相当の住民

子ども・若者
を対象とした
部会を設置し
たのは面白い
取組みだと思
います。実効
性のある若者
の市民参加を
実現し、若者
の意見が反映
されるような
運営を期待し
ます。

市民参加
推進会議
コメント

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

工夫点

計画
説明
・
事業
内容

令和6年度に子ども・子育て支援計画
を包含した「和光市こども計画」を
策定し令和7年4月より施行してい
る。令和7年度から5か年の計画期間
において、こども・若者の参画を進
めるためのワークショップやアン
ケート調査等を実施し、その結果を
ふまえ、子ども・子育て支援会議に
おいて施策等の審議を行っていく。

和光市子ど
も・子育て
支援会議
こども・若
者部会

3 回

高校生や大学生等を委員として
想定しているため、開催につい
ては委員の参加がしやすい日時

を調整し実施する。

その他

こども計画
推進

子ども
家庭支
援課

和光市子ど
も・子育て
支援会議

3 回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・
見直し

計画
年度

令和 7 ～ 11 年度

定期的な策定・見直し 公募委員とこどもの保護者を複
数委員にしているほか、こど
も・若者当事者を委員とする。

市民参加
条例該当
番号

第１号

市の基本構想や基
本的な事項を定め
る計画の策定や変

更

第２号

市政の基本方針を
定める条例や市民
の義務や権利に関
する条例の制定や

改廃

第４号
市民生活に大きな
影響がある制度の

導入や改廃

第３号

おおむね５億円以
上の大規模な市民
が利用する施設の

建設
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

市民参加
推進会議
コメント

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

工夫点

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

対象者

配布数

その他

ワークショップ 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法 対面 Web 結果

開催予定回数

周知方法等 HP・SNS チラシ

広報掲示板 その他

その他

こどもワー
クショップ

5 回

今後基準日において対象者数を
算定する

図書館本館、南児童館、図書館
下新倉分館、新倉児童館、総合
児童センターで実施。ワーク
ショップを通じて、得た意見を

こども計画に生かす。

大人アン
ケート調査
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する
和光市防災

会議
開催日時

平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 0 人　/ 32 人

その他

（男女比・年齢層等）

その他 実施する 意見募集 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

和光市地
域防災計
画の改定

危機管
理室

策定
理由

計画
年度

市民参加手法名

実施予定詳細

令和 ～

事業年度 事業名 担当課 計画概要

工夫点

年度

２回

法律等の変更に伴う策定・見
直し

定期的な策定・見直し

その他

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

市民参加
推進会議
コメント

計画
説明
・
事業
内容

和光市の地域に関する災害対策に関し、
和光市、県及び関係機関、公共的団体等
がその有する全機能を有効に発揮して市
民の生命、身体及び財産を災害から保護
することを目的とした計画の見直しをす
る。

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入
や改廃

会議は、市及び市民団体、関
係機関をもって構成してい
る。
（男女比23：9）

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

7～８ 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 4 人　/ 24 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ● ＜ ＞

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

和光市地
域公共交
通計画見
直し

公共交
通政策
室

策定
理由

計画
年度

市民参加手法名

実施予定詳細

令和 ～ 8

事業年度 事業名 担当課 計画概要

工夫点

年度
和光市地域
公共交通会
議

３回

法律等の変更に伴う策定・見
直し

定期的な策定・見直し

その他

市民参加
推進会議
コメント

4

計画
説明
・
事業
内容

地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律に基づき、「地域にとって望ましい
公共交通ネットワークの姿」を明らかに
し、「まちづくりの取組との連携・整
合」を確保する「地域公共交通の基本計
画」としての役割を果たすもの。

パブリッ
ク・コメン
ト手続

市民参加
条例該当

番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

丁寧に市民参
加を行ってい
る点が評価で
きます。
市民の関心が
高い自動運転
バスについて
は、丁寧な情
報提供を行っ
てください。

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

説明会(パ
ブリック・
コメント)

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入
や改廃

循環バスア
ンケ―ト・
市民アン
ケート 和光市内循環バスの利用者

市民

循環バス利用者：500
市民：3,000

男女比：男性3名、女性1名
年齢層：40代、60代、70代、
80代
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

市民参加手法名

実施予定詳細

事業年度 事業名 担当課 計画概要

工夫点

市民参加
推進会議
コメント

ワークショップ 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ● ●

実施方法 対面 Web 結果

開催予定回数

周知方法等 HP・SNS チラシ

広報掲示
板

その他

その他

ヒアリング 実施する 実施方法 対面 Web 予定 ●

その他 結果

対象者

開催予定回数

その他

和光市
公共交通研
究会

4回
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 2 人　/ 12 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

アンケート 実施する 配布・回答方法 郵送 Web 予定 ● ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

第２期和
光市教育
振興基本
計画の策

定

教育総務
課

和光市教育
振興基本計
画策定委員

会

３回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 8 ～ 12 年度

定期的な策定・見直し
男女比や年齢層に偏りがないよう

考慮する。
その他

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

計画
説明
・
事業
内容

和光市教育振興基本計画とは、教育基本
法第17条第2項の規定に基づく、市の教育

振興に関する基本的な計画である。
令和7年度、現行の和光市教育振興基本計
画が期間満了を迎えることから、新たな
本市の教育の推進指針となる計画の策定

を行う。

パブリック
コメント手

続

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

説明会(パブ
リックコメ

ント)

３回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

⑴ 令和7年6月1日現在で満18歳以上
の市民（500人、無作為抽出）
⑵ 小学４年生、中学２年生（1,400
人）
⑶ ⑵の保護者（1,400人）
⑷ 教職員（300人）
⑸ PTA・保護者会、学校運営協議会
委員（200人）

3,800 件

和光市教育振興基本計画策定時
（R2年実施）と同じ対象者
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 2 人　/ 10 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

第3次和光
市環境基
本計画の
中間見直

し

環境課 和光市環境
審議会 2回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 3 ～ 10 年度

定期的な策定・見直し

計画
説明
・

事業
内容

「第３次和光市環境基本計画」は、国や県の
環境基本計画を考慮し、市の関連計画との整
合性を図ることを目的に策定され、具体的な
施策を示した地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）が定められている。本計画は令和3
年度から令和12年度までの10年間を計画期間
とし、必要が生じた場合や、5年が経過した
際に中間見直しを行うことしていることから

令和7年度に中間見直しを実施する。

パブリッ
ク・コメン
ト手続

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

その他

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

審議会 実施する 開催日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ● ● ● ●

7 年度
開催予定回数 結果

公募委員 / 委員総数 1 人　/ 10 人

その他

（男女比・年齢層等）

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

広報掲示板 結果

その他

その他

説明会 実施する 日時
平日
夜間

土日
祝日

予定 ●

実施方法
動画
配信

結果

開催予定回数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

和光市新
型インフ
ルエンザ
等対策行
動計画

健康支援
課

和光市新型
インフルエ
ンザ等対策
行動計画策
定委員会委

員

4 回

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 7 ～ 7 年度

定期的な策定・見直し

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

計画
説明
・

事業
内容

新型コロナへの対応で明らかとなった課題
や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、
新型インフルエンザや新型コロナウイルス感
染症等以外も含めた幅広い感染症による危機
に対応できる社会を目指すため、和光市新型
インフルエンザ等対策行動計画を改定する。

和光市新型イ
ンフルエンザ
等対策行動計
画策にかかる
パブリックコ

メント

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

　

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

和光市新型イ
ンフルエンザ
等対策行動計
画（案）にか
かる市民説明

会

１回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

妥当です。ス
ケジュールの
とおり、丁寧
に進めてくだ
さい。

男女比　9：1

その他
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令和7年度市民参加事業実施予定
  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

実施時期

取組名称
前
年
度

実
施
済

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

来
年
度
実
施

パブリック
コメント手続

実施する 周知方法等 HP・SNS チラシ 予定 ●

7 年度
広報掲示板 結果

その他

その他

アンケート 実施する
市民意識調

査
配布・回答方法 郵送 Web 予定 ●

窓口
(対面)

その他 結果

対象者

配布数

その他

ヒアリング 実施する 実施方法 対面 Web 予定 ●

その他 結果

対象者

開催予定回数

その他

事業年度 事業名 担当課 計画概要 市民参加手法名

実施予定詳細

市民参加
推進会議
コメント工夫点

公共公益
施設基本
計画策定
業務

駅北口ま
ちづくり
事務所

策定
理由

法律等の変更に伴う策定・見直
し

計画
年度

令和 7 ～ 7

パブリッ
ク・コメン
ト手続

定期的な策定・見直し

その他

年度

広報わこうにQRコードを掲載し
Webにてアンケートに回答しても

らう

市民参加
条例該当
番号

第１号
市の基本構想や基本
的な事項を定める計
画の策定や変更

計画
説明
・

事業
内容

和光市駅北口地区市街地再開発事業にお
いて再開発ビルに設置予定の公共公益施

設の基本計画を策定する。

ー

駅前の顔とな
る施設であ
り、非常に市
民の関心が高
いため、アン
ケートだけで
なく、広く市
民の意見を聞
く取組みを充
実させてくだ
さい。中高生
へのヒアリン
グのみなら
ず、駅をよく
利用する幅広
い年代の人に
も意見を聞け
るような手法
や周知を適切
に行ってくだ
さい。
また、市民が
出した意見が
どのように反
映されたかが
わかるよう、
意見の取扱い
方法や決定ま
でのプロセス
が市民に分か
るように共有
してくださ
い。

市内中高生等

２～３回

第３号
おおむね５億円以上
の大規模な市民が利
用する施設の建設

ヒアリン
グ・インタ
ビュー

第４号
市民生活に大きな影
響がある制度の導入

や改廃

第２号

市政の基本方針を定
める条例や市民の義
務や権利に関する条
例の制定や改廃

市民
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